
定款の文言について

介護保険法に基づく介護予防通所介護事業または第1号通所事業

介護保険法に基づく、第1号通所事業

介護保険法に基づく、日常生活支援総合事業

※行政により、文言は異なりますので、御確認をお願い致します。

介護保険法に基づく、地域密着型通所介護事業
又は

介護保険法に基づく、地域密着型サービス事業

運営規程記載事項について

1 「通所介護」から「地域密着型通所介護」への変更
2 運営推進会議の旨の記載
3 施工日の記載
4 「通所介護計画」から「地域密着型通所介護計画」への変更

総合事業

地域密着型通所介護


